
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

平成３１年度共有建造制度について 

（制度改正及び制度概要） 

平成３１年４月 



本日の議題内容 

【第１部】  平成３１年度制度改正項目 

 

【第２部】  共有建造制度の概要（適用利率の算出） 
 
 

【第３部】  よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） 
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【第１部】  
１．平成３１年度制度改正項目 

●政策要件「新技術を採用した船舶」に追加 

           LNG燃料船 

●スクラバー設置の改造工事を行う既存 
  共有船への金利軽減 

●その他 

中小企業者以外に対する高度ＣＯ２低減化船の
金利軽減率の縮小 
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https://pixta.jp/illustration/5091438


○パリ協定（2015年12月に採択）において、温室効果ガスの排出を2030年には、2013年比で26％、2050年には80%削減すると

いう目標が設定されたところであり、これまで以上の大幅なCO2削減を図るためには、省エネ技術に加え、代替燃料の活用

を図る必要がある。 

○2020年1月からのＳＯｘ規制強化対応の観点からもLNG燃料船の普及促進は不可欠。 

○これらを踏まえ、環境負荷の低減に優れたLNG燃料船の普及促進を図ることにより、CO2削減に加え、硫黄酸化物（ＳＯｘ）及

び粒子状物質（ＰＭ）の排出量を削減することが可能。 

「LNG燃料船」を政策要件の一類型として位置づけ 

LNG燃料船の必要性 

２．LNG燃料船の概要 

 
 
  

   ○ ＬＮＧを燃料として使用する船舶（旅客船・貨物船） 
    
      ⇒ＬＮＧ（液化天然ガス）を燃料として使用すること    

          により、船舶からの二酸化炭素（ＣＯ２）、硫黄酸 

          化物（ＳＯｘ）及び粒子状物質（ＰＭ）の排出量を 

          削減することができる環境負荷の低減に資する 

          船舶 

  

 
 

  
  
  ○ 分担割合の上限 ： 会社規模に関わらず８０％   
  
 ○ 金 利 軽 減 ：  基準利率より▲０．３％軽減  

建造船舶の仕様等 機構分担割合の上限、金利軽減 
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○低硫黄含有燃料油への切替需要の集中により、燃料費の高騰が想定されることから、代替手段であるスクラバーの 

  設置促進を図る必要がある。 

○設備投資に多額の費用がかかるため、負担軽減が必要。 

３．スクラバー設置の改造工事を行う既存共有船への金利軽減の概要 

金利軽減の必要性 
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申込期間： ２０１９年度～２０２０年度 

          の２年間（時限的措置） 

適用期間： スクラバー設置工事完了から、共有期間満了までの間 

金利軽減： 既往利率から▲０．０５％の軽減 

軽減方法： 設置工事完了年度は差額を還付、 

         次年度以降は減免後の船舶使用料のお支払い 

 
 
                

概要 



４．中小企業者以外に対する高度ＣＯ２低減化船の金利軽減率の縮小 

 平成３１年度より、高度二酸化炭素低減化船の金利軽減率が「会社の規模」に
応じて変更となりますのでご注意ください 
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会社規模 
金利 

平成３０年度まで 平成３１年度以降 

中小企業者 
      

資本金３億円以下 
または 

従業員３００人以下 

基準利率より 

▲０．２％軽減 
変更無し 

中小企業者以外 
      

資本金３億円超 
かつ 

従業員３００人超 

基準利率より 
▲０．１％軽減 

 
基準利率より±０％ 



○インバウンド需要の高まり等により、いわゆる遊覧専用船を含む国内クルーズ船の利用客は増加している一方、船齢は概

ね２０年超と老朽化している状況 

○国が提唱する「観光先進国」に向けて策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において、「国内クルーズ周遊ルート

の開拓」などが示され、また「観光立国推進基本計画」（平成２９年閣議決定）において、バリアフリー化や多言語表示の充

実等の訪日外国人旅行者の受入環境整備等により、サービスの多様化・高度化を図ることとされた 

○これらを踏まえ、快適性や利便性を高めた国内クルーズ船の代替建造を行うことにより、新たな観光ルートの創出が図られ、

インバウンドを含む観光客の誘致など地域経済の活性化に寄与することが可能 

平成３０年度より「国内クルーズ船」を共有建造対象に追加 

国内クルーズ船の代替建造の必要性 

（参考①）国内クルーズ船の概要 

 
 

 総トン数 ２０G/T以上 
 （国などが実証実験などを実施している場合を除く） 
 
   
  
 ・バリアフリー化要件を満たすこと 
 ・地域振興、観光資源の開発に寄与すると認められること 
 ・観光案内、船内案内の多言語化や船内Wi-Fi整備等の訪日
外国人受け入れ体制を整備すること 

 
  

対象船舶  
  

 分担割合の上限：８０％   
 金利軽減 ： 「国内クルーズ船」としての政策要件による金利軽 
                     減はありません。但し、左記「対象船舶」「建造船 
                     舶の仕様等」を含む国内クルーズ船に関する基準 
                     を満たし、かつ、「SES」「先進・高度二酸化炭素低 
                     減化船」等の政策要件に合致する場合には金利 
                     軽減が適用されます 
  
  
  新たに国内クルーズ船事業を行う場合は３年以上の海上旅客
運送事業に関する経験を有する役職員がいること 

建造船舶の仕様等 

機構分担割合の上限、金利軽減 

新規参入の場合 
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○職住一体である船員にとって、船内の低い居住環境、厳しい労働負担は、離職の要因 

○居住環境改善、労働負担軽減に資する設備を導入した船舶の普及が必要 

（参考②）労働環境改善船の概要 

労働環境改善船の必要性 

 
 
【左記 基準１及び２を満たす場合】 
 政策要件に上乗せ▲０．１％軽減 
                              
 
 
 

 労働環境改善船建造基準の概要 
（設備基準） 

１．労働環境の改善 

２．居住性の向上等 

３．荷役関係にかかる労
働環境の改善 

          【左記 基準１～３を全て満たす場合】 
 政策要件に上乗せ▲０．２％軽減 
 
 
 

 金利軽減 
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１．共有建造スキーム（相談～竣工） 

２．共有建造スキーム（竣工後） 

３．共有建造条件（貨物船） 

４．共有建造条件（旅客船） 

５．適用利率の算出方法 

【第２部】  共有建造制度の概要 
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 １．共有建造スキーム（相談～竣工まで） 
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 ２．共有建造スキーム（竣工後） 

【共有期間中の注意事項】 

●船舶使用料は毎月、原則として約束手形または電子記録債権「でんさい」により支払い 

（機構所定の要件を満たすことで、自動送金による支払いも可能） 

●経理処理上、機構持分を含む全てを固定資産に、機構持分は長期借入金で計上 

（船舶使用料としてではなく、減価償却費および支払利息として費用計上） 
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 ３．共有建造条件 （貨物船） 

項 目 油送船 
（特殊タンク船、薬品送船を含む） 

貨物船 

対象者 内航海運業法に基づく内航海運業の登録を受けている法人事業者 

対象船舶 

・１００総トン以上又は長さ３０ｍ以上の鋼製の船舶であること 
・機構の定める政策要件に該当すること 
・内航の用に供する船舶で所轄地方運輸局長から登録事項の変更登録が得られること  
・シングルハルタンカーでないこと 
・土・砂利・石材専用船でないこと 
・新たにLNG燃料船を共有建造対象に追加 

分担割合の上限  ７０～８０％ 

共有期間 
（最大３年延長可） 

１０年～１３年 １２年～１５年 

据置期間 最大１１ヵ月   ※据置期間中は利息相当額のみお支払い 

用船保証 
積荷保証 

原則１０年以上 
（但し、共有期間延長の場合は、原則として共有期間全期間の保証が必要） 

連帯保証 原則として、代表権を有する役員全員 

その他 
総連の建造認定を必要とする貨物船を建造する場合は、その認定が必要 
（申請予定、申請中でも申込みは可能） 

11 



 ４．共有建造条件 （旅客船） 

項 目 ２，０００総トン未満 ２，０００総トン以上 

対象者 
海上運送法の一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業の許可を受けている方
または船舶貸渡業の届出を行っている方 

対象船舶 

・海上運送法の一般旅客定期航路事業もしくは旅客不定期航路事業の許可を受けた 

 航路に使用する旅客船であること 

・機構の定める政策要件に該当すること 

・建造する船舶の使用に関し、所轄地方運輸局長から事業計画変更の認可が得られ 

 ること 

・平成３０年度より国内クルーズ船を共有建造対象に追加 

分担割合の上限 離島航路 ９０％、その他 ７０～８０％ 

共有期間 
（最大３年延長可） 

７～１４年 １５年 

据置期間 最大１１ヵ月  ※据置期間中は利息相当額のみお支払い 

支援確約書 
離島航路に就航している船舶については、地方公共団体からの共有期間全体の支
援確約書が必要（地方公共団体が建造する場合を除く） 

連帯保証 原則として、代表権を有する役員全員 
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上
乗
せ
要
件
 

政 策 要 件 

適用利率 ＝基準利率±政策要件＋上乗せ要件±信用リスク 

＋ 

基 準 利 率 
（機構ＨＰに掲載） 主な政策要件 基準利率からの増減 

スーパーエコシップ 
LNG燃料船 
先進二酸化炭素低減化船 
高度モーダルシフト船 

▲０．３％ 

高度二酸化炭素低減化船 
▲０．２％ ｏｒ ±０％ 
※中小企業者以外の方
は利率の軽減無し 

離島航路就航船 ▲０．１％ 

ダブルボトムタンカー ＋０．２％ 

共有期間 
利率 

固定型 見直し型 

9年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

9年超10年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

10年超11年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

11年超12年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

12年超13年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

13年超14年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

14年超15年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

15年超16年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

16年超17年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

17年超18年以内 ○.○％ ▲.▲％ 

信 用 リ ス ク 

〔 最大 ▲０．４％ 〕 〔 最大 ▲０．３％ 〕 

上乗せ要件 基準利率からの増減 

３５歳未満の若年船員等を計画的に雇用する事業者が建造する船舶 
▲０．２％ｏｒ 
▲０．１％ 

船舶管理会社を活用した事業基盤強化に資する船舶 同上 

船員雇用対策に資する船舶（労働環境改善船） 同上 

 基準利率より最大 ▲０．９％の軽減が可能 

〔 最大 ▲０．２％ 〕 

５．適用利率の算出方法 

信用リスク（経営状況、建
造プロジェクト等）に基づき、

総合的に判断 

▲０．４％～＋０．２％ 
± ± 
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よくあるご質問 
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機構が分担する船価の範囲は以下のとおりです。 

②消費税 ③機構乗出費用 ④建造等納付金 

①建造工事請負契約の金額 

機構が分担する船価の範囲は？ 

 

 ① 建造工事請負契約の金額 

 ② 消費税 

 ③ 機構乗出費用 

    ・・・建造利息、工事監督費、その他の直接費    

 ④ 建造等納付金  

    機構分担額＝内航総連の定める基準単価×載貨重量（容積）×分担割合                              

 

 ① 建造工事請負契約の金額 

 ② 消費税 

 ③ 機構および事業者乗出費用 

    （機構）建造利息、工事監督費 

    （事業者）機構が認めるもの 

 ④ 船主支給品  

    

【貨物船】 

【旅客船】 

※ただし一定の条件があります  
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・固定型、５年毎見直し型、固定型と５年毎見直し型との併用から選択。 

・金利体系は建造決定時に決定し、共有期間中は変更できません。 

金利体系 内容 メリット 注意点 

固定型 共有期間中金利一定 毎年の利息額が竣工時に
確定 

早期償還の場合、解約手数
料発生 

５年毎見直し型 ・5年間金利固定 
・5年目、10年目に 
 金利見直し 

・固定型より低利 
・見直し時に早期償還 
 する場合は解約手数料  
 発生せず 

・金利見直し時以外の早 
 期償還の場合は解約手 
 数料が発生 
・金利見直し時に固定型へ 
 の変更不可 

固定型・５年毎
見直し型の併用 

機構持分を100として
10％刻みで設定可能 
例：機構持分のうち 
  60％を固定型、   
  40%を見直し型 

・金利リスクを分散 
・見直し型のみを早期 
 償還することも可能 

いずれか一方の早期償還を
する場合は、その当該金利
体系の機構持分額全額を返
済することが必要 

機構の金利体系は？ 機構の金利体系は？ 
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共有期間中の利率は契約日、起工日、進水日、竣工日の利率を基礎として決定します。 

共有期間中の利率決定方法は？ 
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契約時払 
 支払金額：１．５億円 

 契約時金利：１．４０％ 

起工時払 
 支払金額：１．５億円 

 起工時金利：１．４０％ 

進水時払 
 支払金額：２．０億円 

 進水時金利：１．２０％ 

竣工時払 
 支払金額：３．０億円 

 竣工時金利：１．００％ 

４回の金利と支払額の加重平均が共有期間中の利率となる 

（（1.40％×1.5/8億）＋（1.40％×1.5/8億）+（1.20％×2/8億）+（1.00％×3/8億））＝1.20％ 

【例】   船価：１０億円、機構分担割合：８０％、機構分担額：８億円 



若年船員等を雇用する事業者に対する金利軽減の適用条件は？ 

○金利軽減の適用のためには、新船の竣工時に国土交通大臣より「日本船舶・船員確保計画」 

  の認定を受けていることと、６ヶ月以上の若年船員の継続雇用の確認が必要です。 

  計画の認定に係る手続きについては、お近くの運輸局までお問い合わせください。 

○金利軽減は、共有期間を通じて受けられます。また、竣工後であっても、雇用が確認できた場 

  合、その時点から金利軽減が受けられます。     

３５歳未満の若年船員を計画的に雇用
する事業者が建造する船舶 

▲０.１％ 
３５歳未満の女性船員等(*)を計画的に
雇用する事業者が建造する船舶 

▲０.２％ or 
（＊）女性船員等とは、女性のほか退職自衛官、船員教育機関卒業者以外の者を指します 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月

雇用
確認

【試行雇用期間】
5/1～10/31（6ヵ月）

竣工

雇用
確認

継続雇用

ケース

②竣工後に試行雇用
　を行った場合

【試行雇用期間】
5/1～10/31（6ヵ月）

雇用
確認

③竣工後に試行雇用
　を行った場合

 ※雇用期間が年度
　 を跨ぐケース

①竣工前に試行雇用
　期間が終了してい
　る場合

竣工

竣工

平成31年度 平成32年度

雇用開始日（5/1）に遡り 金利減免

４月に遡り 金利減免

竣工日から 金利減免

【試行雇用期間】

差

額

還

付

差

額

還

付
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共有制度を利用した場合のメリットは？（その①） 

 

① 抵当権設定登録免許税  

   ６億円×80%（機構持分）×0.4％（税率）        ＝192万円 不要                            

②所有権保存登録免許税  

 ６億円（上限97.5百万円）×80%（機構持分）×0.４％（税率） ＝ 31万円 不要        

③保険料還付   共有期間1４年間での総還付額     ＝390万円 還付  

（注1）事業者持分にかかる登録免許税は必要となります 

【例】 貨物船 ４９９ＧＴ 船価６億円、 持分割合：機構８０％ 事業者２０％（他金融機関から調達） 

〔共有制度を利用した場合（貨物船）〕 

  ① 原則担保不要（抵当権設定に関する費用が不要） 

 ② 機構持分の所有権保存登記にかかる登録免許税は非課税 

 ③ 機構による船舶保険料の一部負担（保険料還付） 

 
 

 

登録 

免許税 
担 保 

機構持分 事業者持分 

担保設定 
（注2） 

（注1） 

（注2）自己持分に対する 
    抵当権設定は可能 

合計６1３万円の  
負担減 

金利に換算 

△０．１６％
に相当 
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共有制度を利用した場合のメリットは？（その②） 

豊富な建造実績をもとに計画段階から共有期間満了まで、機構技術スタッフに
よるテクニカルサポートが受けられます。 

機構技術スタッフによる各種サポート 

共有期間中のトラブル対応もお任せください 

技術支援スタッフ

による打合せ 

建造中の工事監督の様子 

 ・ 航路調査 

 ・ 主要目検討 

 ・ 仕様書作成支援 

・ 図面審査 
・ 工程管理 
・ 工事監督・検査 

・ 試運転による性能確認 
・ 各機器の作動確認 
・ 騒音、振動の計測 

・ 完成検査による最終確認 

・ 実運航の結果に基づく    
  保証工事への対応 

・ 共有期間を通し、トラブル事例に対応 
・ 安全運行をサポート 

20 



申込みから建造請負契約までの期間はどのくらい必要？ 

お申込みから契約締結までの期間は、最短で3ヶ月程度となります。 
 ① 積荷保証、用船保証 
 ② 船価・建造予定造船所 
が決定しましたらお申込み可能ですので、お気軽にご相談ください。 

建造協定 
建造工事請負契約 

申込 

内定 

決定 審査 

内定～契約まで 

約２ヶ月程度 

申込～内定まで 

約１ヶ月程度 

郵送、来構 

電子メール 

３～４ヶ月程度 

21 
※共有船建造は、毎年定められる機構の予算の範囲内で実施されます。予算の状況によっては、お申込みの
ご希望に沿いかねることもありますので早めにご相談願います。 



ご清聴ありがとうございました 
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ホームページ  ： http://www.jrtt.go.jp/ 

 

共有建造船の建造相談：  共有船舶建造支援部 建造促進課（TEL：045-222-9138） 

共有建造船の技術支援：                技術支援課（TEL：045-222-9123） 

船旅王子 離島航路姫 


